
＜在宅医療について＞ 

第７回医療計画の見直し等に関す る検 討会

平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 ３ １ 日
資料



１．在宅医療に関する課題 



在宅医療に関する国民のニーズ 
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なるべく今まで通った（または現在入院中の）医療機関に入院したい なるべく早く緩和ケア病棟に入院したい 

自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい 自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい 

自宅で最後まで療養したい 専門的医療機関(がんセンターなど）で積極的に治療が受けたい 

老人ホームに入所したい その他 

分からない 無回答 

■終末期の療養場所に関する希望 

○ 自宅で療養して、必要になれば医療機関等を利用したいと回答した者の割合を合わせると、６０％
以上の国民が「自宅で療養したい」と回答した（上図）。  

○ また要介護状態になっても、自宅や子供・親族の家での介護を希望する人が4割を超えた(下図）。 
○ 住み慣れた環境でできるだけ長く過ごせるよう、また望む人は自宅での看取りも選択肢になるよう、

在宅医療を推進していく必要がある。 

高齢者の健康に関する意識調査（平成19年度内閣府）  
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 
自宅で介護してほしい 子どもの家で介護してほしい 
親族の家で介護してほしい 介護老人福祉施設に入所したい 
介護老人保健施設を利用したい 病院などの医療機関に入院したい 
民間有料老人ホーム等を利用したい その他 
わからない 

■療養に関する希望 

出典：終末期医療に関する調査（各年） 

3 

 

○調査対象及び客体 

 ・全国の市区町村に居住する満２０歳 

  以上の男女から5,000人を層化二段 

  無作為抽出法により抽出 

 ・150国勢調査区の住民基本台帳から 

  客体を無作為に抽出 

○調査の方法 

  郵送法 

○回収数 

  2,527人（回収率50.5％）  

 

○調査対象 

     全国の55歳以上の男女5,000人 

○調査の方法 

  調査員による面接聴取法 

○標本抽出方法 

  層化二段無作為抽出法 

○回収数 

  3,157人（回収率63.1%）  



在宅医療推進にあたっての課題 

■在宅医療推進にあたっての課題 

■在宅療養移行や継続の阻害要因 

○ 在宅医療を必要とする者は２０２５年には２９万人と推計され、約１２万人増えることが見込まれる。 

○ 急性期治療を終えた慢性期・回復期患者の受け皿として、終末期ケアも含む生活の質を重視した医
療としての在宅医療のニーズは高まっている。 

○ 在宅医療推進の課題として、１）在宅医療サービス供給量の拡充、２）家族支援、３）在宅療養者の後
方ベッドの確保、４）２４時間在宅医療提供体制の構築、５）在宅医療の質の向上・効率化、医療・介護
の連携、が挙げられる。 
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出典：終末期医療に関する調査（各年） 

在宅医療サービス供給量の拡充 

２４時間在宅医療提供体制の構築 

在宅医療の質の向上・効率化 / 医療介護の連携 

家族支援 

在宅療養者の後方ベッドの確保 
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○調査対象及び客体 

 ・全国の市区町村に居住する満２０歳 

  以上の男女から5,000人を層化二段 

  無作為抽出法により抽出 

 ・150国勢調査区の住民基本台帳から 

  客体を無作為に抽出 

○調査の方法 

  郵送法 

○回収数 

  2,527人（回収率50.5％）  



２．在宅医療に関する医療計画の方向性 
（医療体制） 

   
 



① 厚生局への実績報告届出数 
② 担当患者数１名以上機関数 
③ 在宅看取り数1名以上機関数 

出典）厚生労働省保険局医療課調べ（平成２２年７月１日時点） 
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在宅療養支援診療所の実績 

在宅療養支援診療所の届出数の推移 

○ 在宅療養支援診療所のうち、平成２２年に看取りを行っているのは約半数。 
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※在宅療養支援診療所の要件 
○ 当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を  
 配置していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連 
 携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間 
 往診が可能な体制を確保していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステー 
 ション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診 
 療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体 
 制を確保していること 
○ 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他 
 の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入 
 れる体制を確保していること 
○ 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門 
 員（ケアマネジャー）等と連携していること 

9,434  

10,477  

11,450  

11,955  
12,487  

8,000  

10,000  

12,000  

14,000  

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 

在宅療養支援診療所 

届出数 



7 11 

331 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

平成20年 平成21年 平成22年 

在宅療養支援病院 

届出数 

在宅療養支援病院の要件 
○ 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定していること 
○ 患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保してい 
 ること 
○ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携によ  
 り、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保していること 
○ 当該病院において、緊急時に居宅において療養を行っている  
 患者が入院できる病床を常に確保していること 

在宅療養支援病院の届出数の推移 

① 厚生局への実績報告届出数 
② 担当患者数１名以上機関数 
③ 在宅看取り数1名以上機関数 
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在宅療養支援病院の実績 

出典）厚生労働省保険局医療課調べ（平成２２年７月１日時点） 

○ 平成22年の診療報酬改定の際に、在宅療養支援病院の要件が緩和され、数が急増している。 
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人口10万人当たりの在宅療養支援病院数 
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人口10万人当たりの都道府県別在宅療養支援病院数 

全国平均  0.41 

保険局医療課データ 平成23年7月  
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9 

人口10万人当たりの都道府県別在宅療養支援診療所数 

全国平均  10.1 

保険局医療課データ 平成23年7月  



有床診療所の地域での役割及び病床利用率 
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小規模都市･町村(n=761) 農村･山間部(n=123) 

へき地･離島(n=18) 

Ｈ２３年病院報告 

○ 大～中都市部では専門性の高い手術機関として、農村山間部ではかかりつけ医として、へき地・
離島では入院施設として、地域特性に応じた役割・機能を果たしていることが示唆された。 

○ 有床診療所の病床利用率（療養病床）は、年々減尐傾向であり、２３年５月は６７%である。 

■提供している主な医療  ■有床診療所の病床利用率と平均在院日数（療養病床のみ） 

10 ※146568床の有床診療所病床のうち、療養病床14384床分のみデータ 

有床診療所の一般病床のデータはなし 
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日医総研「平成20年有床診療所の現状把握のための調査」 
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出典）東京の在宅医療の現在 ～東京都在宅医療実態調査 

（件） （n=1,209） 

○在宅医療の主治医（医師）が連携を必要とした診療科は「歯科」が多い。 

 在宅歯科診療のニーズ 
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○訪問歯科診療を実施している歯科診療所の割合 
－施設は増加しているが居宅は増加していない。 
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出典）厚生労働省 「医療施設調査」 

要介護状態であって歯科の訪問診療を希望した1053人の希望する治療内容 

        
出典）平成12年度厚生科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業） 

           「要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究」 
  

○要介護者の希望する治療内容のほとんどは 
 「入れ歯」の治療である。 
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(%) 在宅療養支援歯科診療所届出割合（H21 年4月時点） 

○ 在宅または社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所を「在宅療 

  養支援歯科診療所」と位置付け、その機能を評価した。  

○ 都道府県による整備状況のばらつきが大きい。      

在宅療養支援歯科診療所数 

在宅療養支援歯科診療所 
届出数 3,700件(H21) 

歯科診療所数 67,779件(H20) 
全国平均届出割合 5.5% 

日本歯科総合研究機構調べ 12 



在宅医療への薬剤師の関与とその意義 
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66.1%

78.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤の保管状況       

薬剤の重複             

併用禁忌の薬剤       

薬剤の飲み忘れ       

薬剤が飲みにくい     
ため残されていた     

薬剤の飲みすぎ       

処方内容と食習慣が
合っていなかった      

副作用の発症         

服用薬剤の理解不足

改善 不変 悪化 無回答

（N=465）

（N=74）

（N=14）

（N=290）

（N=64）

（N=85）

（N=46）

（N=189）

（N=377）

在宅患者訪問薬剤管理指導 
又は居宅療養管理指導の取り組みの効果 

出典）平成１９年度老人保健事業推進費等補助金「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導 
    ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」 

在宅患者訪問薬剤管理指導等により改善される 

飲み残し薬剤費の粗推計 

=約４００億円 

（参考） 

○ 訪問薬剤指導により、飲み忘れの残薬が減る可能性が示唆されている。     
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在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数：  
   42163 （H23.8時点） 
全薬局数： 53642 （H21.時点 ） 
全国平均届出割合：78.6％  

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出割合 

14 

14 

（％） 

○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の届け出をしている薬局は、79％（全国平均）であったが、都道
府県によってばらつきがある。 
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相関係数r=0.57

出典：厚生労働省 介護サービス施設・事業所調査(平成19年),人口動態調査(平成19年),平成19年10月1日現在推計人口 

高
齢
者
人
口
千
人
当
た
り
の
訪
問
看
護
利
用
実
人
数
（人
） 

総死亡者数に対する自宅死亡の割合（％） 

富山 

訪問看護の利用状況と自宅死亡の割合 

○ 都道府県別高齢者人口千人当たりの訪問看護利用者数は約4倍の差がある。 
   （最多は長野県、最尐は香川県） 
○ 高齢者の訪問看護利用者数が多い都道府県では、在宅で死亡する者の割合が高い傾向があ

る。  
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訪問看護事業所数 

○訪問看護事業所数および訪問看護サービス利用者数は近年微増している。 

■訪問看護事業所数および利用者の推移 
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     出典：訪問看護ステーション数､病院又は診療所数：厚生労働省「介護給付費実態調査・各年７月審査分」 
         従業者数（常勤換算従業者数）、利用者数：「介護サービス施設・事業所調査」（注 : 平成21年は調査方法の変更等による回収率変動の 
         影響を受けているため、数量を示す従業者数、利用者数の実数は平成20年以前と単純に年次比較できない。）  
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数 人口10万人当たりの訪問看護ステーション数 

全国平均 27.04 
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人口10万人当たりの都道府県別訪問看護ステーション数 

○ 都道府県によって、訪問看護ステーションの整備状況は異なる。 

平成21年「介護サービス施設・事業所調査」 
総務省平成21年3月31日現在「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」 



重症心身障害児の親のサービスニーズ 

13.0% 

16.2% 

40.9% 

41.6% 

42.9% 

43.5% 

43.5% 

46.1% 

48.1% 

57.8% 

59.1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

電話相談 

複数人数訪問（ペア訪問等） 

居宅以外への訪問 

同行受診 

きょうだい児に対する支援 

2時間以上の長時間滞在看護 

専門家（臨床心理士等）によるカウンセリング 

宿泊を伴う一時預かり 

外出支援 

親同士の交流（ピアカウンセリング） 

日中一時預かり 

   出典）（財）日本訪問看護振興財団 平成21年3月「重症心身障害者の地域生活支援に関する調査研究事業」 

○重症心身障害児の親のサービスニーズとして「日中一時預かり」、「親同士の交流」、「外出支援」、 
  「宿泊を伴う一時預かり」などのニーズが高い。 
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■地域の医療提供体制の未整備 
 
○介護者の負担、ストレス、疲労が大きく、そのことに対する地域の支援体制が整っていない。 
○地域のかかりつけ医をお願いできる医師が尐ない。 
○在宅医がいないため遠くても当院に通院が必要となり、緊急時に不安。 
○小児を受けてくれる往診医や訪問看護ステーションが尐ない。 
○小児の医療体制の不備（特に夜間・休日）によって、退院時に家族からの不安・不満の声が多い。 
○生後１０カ月未満の児のリハビリができる施設、訪問診療がない。 
○発達をフォローしてくれるところの窓口が不明瞭。 
 

出典）社団法人全国訪問看護事業協会：障害児の地域生活への移行を促進するための調査研究事業（平成２２年３月） 

■後方病床の未整備  
○住宅に移行するまでの後方病床の確保が必要。 
○療育施設の病床が不足している。 
 

■医療的ケアに対応できる福祉サービス体制が未整備 
 
○医療的ケアが必要な児を受け入れる保育所や幼稚園がない。 
○障害が重症であることを理由に施設から受け入れを拒まれる。 
○人工呼吸器装着や重度障害児の場合、ショートステイなど利用できるサービスが尐ない。 
 

病院側から見た在宅重症児の地域生活を支える上での困難 

○ 病院側から見た在宅重症児の地域生活を支える上での困難として、地域の医療提供体制、後方病 
 床、医療的ケアに対応できる福祉サービス体制の未整備が挙げられている。 
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     出典）厚生労働省 「介護給付費実態調査」 

○ 短期入所生活介護と比較し、医療機関における短期入所療養介護に関する伸びは小さい。 

短期入所（ショートステイ）年間累計受給者数の経年変化 

  ＊老健・病院等の短期入所療養介護 

     平成１３年（433千人）→平成２２年（675千人） 約１．６倍  
       
 

 ＊短期入所生活介護      
   平成１３年（1,331千人）→平成２２年（3,534千人） 約２．７倍   
   

1,331  

1,821  
2,042  

2,252  
2,430  

2,609  
2,868  

3,117  
3,321  

3,534  

387  

519  

591  

625  
627  

616  

627  

624  

621  

626  

46  

65  

75  

80  
73  

64  

60  
55  

51  

49  

0  

500  

1,000  

1,500  

2,000  

2,500  

3,000  

3,500  

4,000  

4,500  

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

短期入所生活介護 老健施設（短期入所療養介護） 病院等（短期入所療養介護） 

（単位：千人） 

20 



医療計画の基本方針（大臣告示）等について 

 
○疾病・事業ごとの医療体制 
 ・ がん 
 ・ 脳卒中 
 ・ 急性心筋梗塞 
 ・ 糖尿病 
 ・ 救急医療 
 ・ 災害時における医療 
 ・ へき地の医療 
 ・ 周産期医療 
 ・ 小児医療(小児救急含む) 

○居宅等における医療 

○医療従事者の確保 

○医療の安全の確保 

○施設の整備目標 

○基準病床数 等 

【法第30条の４第１項】 

都道府県は基本方針に即して、かつ地

域の実情に応じて医療計画を定める。 

医 療 計 画 
 
   医療提供体制確保の基本的考え方 

基 本 方 針【大臣告示】 

 
  医療計画の作成 
   ○留意事項 

   ○内容、手順 等 

 
  疾病・事業別の医療体制 

   ○ 求められる医療機能 
   ○ 構築の手順 等 

【法第30条の８】 

厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。 

【医療法第30条の３】 

厚生労働大臣は基本方針を定める。 

医療計画作成指針【局長通知】 

疾病又は事業ごとの医療体制について 
【課長通知】 

○ 平成25年の改定に際し、23年度中に4疾病5事業と同様、在宅医療についても医療計画の指針
を策定し、都道府県に提示する。 
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■医療計画の内容 
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在宅医療に関する医療計画の内容 

47 

出典）指導課調べ 

○ 現状は、在宅医療の推進に関する記載は、網羅的ではあるものの数値目標を立て、計画的な
整備に取り組んでいるところは尐ない。 
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日常生活圏域ニーズ調査 
（郵送＋未回収者への訪問による調査） 

   

 

介護保険事業（支援）計画 

  これまでの主な記載事項 
  ○ 圏域の設定 

  ○ 介護サービスの種類ごとの見込み 

  ○ 施設の必要利用定員 

  ○ 地域支援事業（市町村） 
  ○ 介護人材の確保策（都道府県）など 

地域の実情を踏まえて記載する新たな内容 

 ○ 認知症支援策の充実 

 ○ 医療との連携 

 ○ 高齢者の居住に係る施策との連携 

 ○ 見守りや配食などの多様な生活支援サービス 

調査項目（例） 

 ○身体機能・日常生活機能 

  （ADL・IADL） 

 ○住まいの状況 

 ○認知症状 

 ○疾病状況 

医療や住まいとの連携も視野に入れた 

第５期介護保険事業（支援）計画の策定 

○ 地域包括ケアの実現を目指すため、第５期計画（平成24~26年度）では次の取組を推進。 

 ・ 日常生活圏域ニーズ調査を実施し、地域の課題・ニーズを的確に把握 

 ・ 計画の内容として、認知症支援策、在宅医療、住まいの整備、生活支援を位置付け 

・ どの圏域に、 

・ どのようなニーズをもった高齢者が、 

・ どの程度生活しているのか 地域の課題や 

必要となるサービス

を把握・分析 
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在宅医療の体制 

 

○退院支援の実施 

退院支援 

 ○○病院 

 ○△老人保健施設 

 △△有床診療所 

 ○△診療所  

 ○○訪問看護ステーション 

 △○居宅介護支援事業所 

  

 ○ 24時間365日、在宅療養中の患者の後方ベッド機能 

急変時の対応 

 ○○病院 

 △△有床診療所 

 ○△老人保健施設 

生活の場における療養支援 

 □□診療所、□○病院、○○訪問看護ステーション、 

 ○△訪問歯科診療所、○□薬局、△○居宅介護支援事業所、 

 在宅医療連携拠点 

○ 多職種協働による患者・家族の生活の視点にたった医療の提供 

○ 地域における在宅医療に対する姿勢や原則の共有 

○ 緩和ケアの提供 

 

○住み慣れた自宅や地域 

 での看取りの実施 

 

看取り 

 □□診療所 

 □○病院 

 ○○訪問看護ステーション 

 △△老人保健施設 

急
変 
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【入院から在宅への移行】 【生活の場における療養支援】 【急変時の対応】 【看取り】 

機
能 

退院時の支援 症状安定時の在宅医療 症状急変時の医療 在宅での看取り 

目
標 

●退院時支援等入院している病院
と、在宅医療の受け皿になる関係
機関の円滑な医療連携により、診
療体制を確保すること 

 

●生活の場で、疾患、重症度に応じた医療（緩和ケア
を含む）が多職種協働により常時提供されること 

●医療と介護の連携を促進し、包括的ケアが提供でき
る体制を構築すること 

●地域の実情を考慮し、一般病院、有床診、
老健が、在宅療養者の症状急変時対応
できるよう、在宅医療を担う診療所・病院
との円滑な医療連携により、診療体制を
確保すること 

●終末期の病態・症状において、全
人的医療の視点から介護等とも連
携して提供し、住み慣れた自宅や
地域で満足いく看取りが行うことが
できるよう支援すること 

医
療
機
関
等 

●入院している病院・有床診療所 

●老人保健施設 

●在宅医療を担う診療所・病院 

●訪問看護ステーション 

●居宅介護支援事業所 

 

●在宅医療を担う診療所・病院 

●訪問看護ステーション 

●訪問歯科診療所 

●薬局 

●居宅介護支援事業所 

●在宅医療連携拠点 

●在宅医療を担う診療所・病院 

●訪問看護ステーション 

●一般病院 

●有床診療所 

●老人保健施設 

 

●在宅医療を担う診療所・病院 

●訪問看護ステーション 

●入院先となる病院・有床診療所 

●老人保健施設 

求
め
ら
れ
る
事
項
（抄
） 

●日常生活圏に配慮した支援体制
の確保 

 

●円滑な医療連携による診療体制の確保 

●多職種協働による患者・家族の生活の視点に立った
医療の提供 

●在宅を担う医療機関と、他の専門医療機関や、介護
保険サービス機関との連携 

●緩和ケアに対応できる体制を整えること 

●在宅医療を担当する医師が、救急・応急
時に診療の後方支援を実施する医療資
源（病床）を確保すること 

●患者の傷病等に応じた救急医療を行える
医療資源を確保すること 

●重症で対応できない場合は、他の適切な
医療機関と連携できること 

●家族に対する適切な情報提供・相
談体制 

●多職種協働による全人的ケア・支
援体制の確保 

●グループホームやサービス付き高
齢者向け住宅等でも看取れる体制
の確保 

連
携 

指
標
に
よ
る
現
状
把
握 

●退院調整支援担当者がいる施設 

 数 

 

●在宅医療サービスを実施している診療所・病院数 

●訪問看護を実施している訪問看護ステーション数 

●在宅患者訪問薬剤管理指導届出薬局数 

●在宅患者訪問診療実施件数（病院・診療所） 

●訪問看護実施件数（訪問看護ステーション） 

●在宅患者訪問リハビリテーション指導管理件数（病 

  院・診療所） 

●在宅看取りを行った診療所・病院  

 数 

●自宅での死亡割合    

●退院から在宅での生活における支援 

在宅医療の体制 

●急変時に対応するための連携 

●地域における在宅医療の仕組み・治療方針・患者情報に関する共有 
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３．在宅医療に関する医療計画の方向性 
（医療圏の設定） 



在宅医療を担う医療機関の地理的分布の例 

奈良 

西和 

東和 

中和 

南和 

二次医療圏 

★：在宅療養支援診療所 

○奈良県における在宅療養支援診療所を見ると、奈良、西和、東和医療圏に偏在している 

テキサス大学・ＮＰＯ法人ＣＨＯＲＤ－Ｊ 青木先生より資料提供 
  27 

奈良県内の診療所数 

一般診療所数 987か所 

在宅療養支援診療所数 132か所 



■地理情報による需給バランス 

総人口数を背景に 

人口分布・密度と在宅療養支援診療所の分布の状況 

65歳以上人口数
を背景に 

○総人口数、65歳以上人口数ともに人口分布と在宅療養支援診療所の分布がほぼ一致 

各メッシュの人口 
各メッシュの人口 

★：在宅療養支援診療所 

28 
テキサス大学・ＮＰＯ法人ＣＨＯＲＤ－Ｊ 青木先生より資料提供 



■市町村ごとに見たばらつき 

医療圏の設定による在宅療養支援診療所の分布のばらつき① 

■市郡ごとに見たばらつき 

○市町村毎の圏域の設定では、15の町村で在宅療養支援診療所が０となる。一方、市郡毎の圏域
の設定では、1郡のみ在宅療養支援診療所が０となる。 

在宅療養支援診療所数 在宅療養支援診療所数 

29 
テキサス大学・ＮＰＯ法人ＣＨＯＲＤ－Ｊ 青木先生より資料提供 



医療圏の設定による在宅療養支援診療所の分布のばらつき② 

二次医療圏 人口 
在宅療養支援 

診療所数 

人口10万対当た
りの診療所数 

奈良 370,102 17 4.6 

東和 228,586 21 9.2 

西和 351,929 35 9.9 

中和 380,851 35 9.2 

南和 89,842 3 3.3 

全体 1,421,310 111 7.8 

30 

○二次医療圏で見た場合、在宅療養支援診療所数のバラツキは縮小されている。 

テキサス大学・ＮＰＯ法人ＣＨＯＲＤ－Ｊ 青木先生より資料提供 



二次医療圏設定

による問題点 

○二次医療圏の中でも、取り組むべき課題が異なる地域が混在している 

○二次医療圏の中でも、人口、地理、面積、医療資源などの条件が異なる地域が混在している 

○二次医療圏の中に混在する都市部と郊外部で一律の目標設定は難しい 

○都市部では、医療資源はある程度確保されているが、その資源が効率的に連携するネットワー

クが不足していることに問題があり、郊外部では、医療資源が乏しく確保していくことに問題があ

る 

課題から見えてき

た解決策の示唆 

○都市部では、二次医療圏よりも小さい保健所単位で医療圏を設定することで、在宅医療提供機

関の連携体制の構築を促進してはどうか 
 

○郊外部では、限られた医療資源の中での連携体制や後方病床の確保を行っていく必要があるた

め、現状の二次医療圏で圏域を設定してはどうか 

地域の実情に合わせて、今後圏域を設定する方針 

ある県における地域の実情に応じた医療圏設定の取組み 

■平成23年 医療計画において、在宅医療関係機関の一覧を作成し、協議会設置を検討 

 ■二次医療圏ごとに計画立案する際の問題点と解決策に関するヒアリング 
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論点 
 

○ 「日常在宅医療」、「肺炎などの急変時対応」、「重症救急」の対応エリアは、都市、郊外、

過疎地など地域によって大きく異なる。 

○ 地域包括ケアの一環として、既に在宅医療の協議会などを設置している市町村もあり、

都道府県と市町村の有機的な連携が求められている。 

 

  

 
○ 在宅医療の医療計画は、症状安定時のみならず、急変時の対応、看取り等を含めた在

宅医療の取組みを行うことができる単位で立案していくべきではないか。 

○具体的には、地域の実情に合わせて、二次医療圏ないしはそれより小さい単位で立案し

ていくべきではないか。 

○ 医療計画の策定および評価にあたっては、都道府県と市町村の連携の仕組みとして、

尐なくとも二次医療圏単位の協議会を設置してはどうか。 

 

 

 

 

 

■論点 
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